
グレーゾーン金利廃止で
減収必死のカード業界

最近、巷を賑わせている上限金利の

引き下げ問題。そもそもは、貸付金利

に関して利息制限法と出資法という2

つの異なる法律が存在していることに

起因している。金利の上限について前

者は15～20％、後者は29.2％と規定し

ているが、利息制限法には罰則規定が

ない。そのため、多くの金融機関は2

つの法律の間にあるグレーゾーンで貸

付を行ってきた。

ところが、2006年1月に最高裁がこ

のグレーゾーン金利を認めない判決を

出したことで、過払い金の返還を求め

る訴訟が頻発する事態となる。すでに、

国も上限金利を利息制限法の利率に一

本化してグレーゾーンを廃止する方向

性を固めており、来年の通常国会で法

改正が行われるものと見られている。

上限金利の話は、上記の過払い金返

還訴訟が集中している消費者金融の問

題として捉えられがちだが、実はクレ

ジットカード業界にも非常に大きな影

響をもたらしている。

通常、クレジットカードにはキャッ

シング機能が付いているが、その金利

帯はグレーゾーンにあった。これまで、

25～28％だった金利を18％以下にする

ということは、単純に計算しても粗利

が2/3に減ることを意味する。カード

会社にとって、大きな減収となるのは

間違いないだろう。

しかし、すべてのカード会社が一律

にその影響を受けるのかと言えば、そ

うでもない。というのも、カード会社

の収益構造は各社ごとにかなり異なっ

ているからだ。

一般的に、銀行系のクレジットカー

ド会社はキャッシングへの依存度が比

較的低い傾向にある。これは、加盟店

開拓（アクワイアリング）に力を入れ

てきたことでショッピングの手数料収

入が多いことや、年会費を有料にして

いるなどが影響している。また、近年

ではクレジットカードの自社発行を始

めた企業から業務を受託するプロセシ

ング事業が伸びているが、これも銀行

系カード会社の得意分野となってい

る。このように、柱となる事業項目が

多ければ、それだけキャッシングとい

うビジネスが収益に占める割合は低く

なる。

本業推進？ファイナンス強化？
それとも新規事業立ち上げ？

程度の差こそあれ、グレーゾーン金

利の廃止がカード会社の収益性に一定

のダメージを与えることは間違いな

い。各カード会社は、これに対して一

体どのような対策を講じようとしてい

るのだろうか。

これには次の3つのパターンが考え

られる。①ファイナンス以外の既存事

業の推進。②利息制限法の範囲内にお

けるファイナンス事業の推進。③まっ

たく新しい事業の立ち上げ。

①のファイナンス以外の既存事業と

は、ショッピングによる加盟店手数料

や年会費、プロセシング受託などであ

る。特に、カード発行に関わる部分は

もともとクレジットカードの本質的な

ビジネスのため、推進するのは当然と

言える。

一昔前まで、クレジットカード業界

では各社横並びの商品やサービスが多

く見られたが、最近では各社の業態や

カード会社としての特徴を生かしたも

のも出てきている。

②は、キャッシングやローンカード、

貸金業規制法の改正によるグレーゾーン金利の廃止を睨み、カード会
社各社は昨年から今年にかけて、相次いでキャッシングの金利引き下
げに踏み切った。業界全体が右肩上がりで着実な成長を続けてきたカ
ード業界だが、金利は各社にとって重要な収益源であり、その引き下
げが経営に少なからぬ影響をもたらすことは間違いない。この状況を
打開するために、カード会社はどのような施策を打ち出そうとしてい
るのか。今回はクレジットカードビジネスの新たな収益モデルを探る。


